
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

  

 

  

令和５年度答申第２４号

令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日

諮問番号 令和５年度諮問第１８号（令和５年７月２６日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 未払賃金の立替払事業に係る事業主についての不認定処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件審査請求の骨子

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が立替払事業に係

る賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号。以下「賃確

法」という。）７条及び賃金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和５１

年政令第１６９号。以下「賃確令」という。）２条１項４号に基づく認定申

請（以下「本件認定申請」という。）をしたのに対し、Ａ労働基準監督署長

（以下「処分庁」という。）が不認定の処分（以下「本件不認定処分」とい

う。）をしたところ、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案で

ある。

２ 関係する法令の定め

（１）賃確法７条は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主

（厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたって当該事業を行っていた

ものに限る。）が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に
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該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で所定の

期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金（支払期日の経過後まだ

支払われていない賃金）があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該

未払賃金に係る債務のうち所定の範囲内のものを当該事業主に代わって政

府が弁済するものとする旨規定する。

（２）賃確法７条における上記「その他政令で定める事由」について、賃確令

２条１項４号は、事業主（賃確法７条の事業主をいう。ただし、賃確令２

条２項の中小企業事業主であるものに限る。）が事業活動に著しい支障を

生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労

働省令で定める状態になったことについて、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、労働基準監

督署長の認定があったこととする旨規定し、この「厚生労働省令で定める

状態」について、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則（昭和５１年

労働省令第２６号。以下「賃確則」という。）８条は、事業活動が停止し、

再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする旨規定する。

３ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

（１）審査請求人は、Ｂ社（以下「本件会社」という。）に雇用された労働者

であったが、令和４年３月３１日、本件会社を退職した。

（雇用保険被保険者離職票－２）

（２）審査請求人は、令和４年９月１２日、本件会社が賃確令２条２項の中小

企業事業主であって、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、

賃金支払能力がない状態であることについて、認定を求める認定申請書を

処分庁に提出して、本件認定申請をした。

（認定申請書）

（３）処分庁は、令和４年１１月３０日付けで、本件認定申請につき、「賃金

の支払の確保等に関する法律施行規則第８条に規定する「事業活動が停止

し、再開する見込みがない」とは認められないため。」との理由を付して、

本件不認定処分をした。

（不認定通知書）

（４）審査請求人は、令和５年２月１４日、審査庁に対し、本件不認定処分を

不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）
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（５）審査庁は、令和５年７月２６日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却す

べきであるとして、本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

４ 審査請求人の主張の要旨

審査請求人は、以下の状況から、本件会社が「事実上の倒産」であったと判

定するものであり、本件不認定処分の取消しを求める。

（１）本件会社代表取締役（以下「代表取締役」という。）から退職時に、ま

とまったお金が入ったら復職してもらって未払賃金を清算すると言われた

が、１年以上経過しても復職の話も清算の話もない。本件会社に収入があ

っても、１年以上も支払えないというのは「事実上の倒産」と判定せざる

を得ない。

（２）本件会社の事務所が移転したのは、資金繰りが上手くいかず出て行かざ

るを得ない状況になったためであり、また、移転先の住所は、代表取締役

が自宅として使用していたマンションであることなどの経緯から、「事実

上の倒産」である。

（３）本件会社は、審査請求人が在職していた当時、銀行等からの数億円の借

入金のほか、取引先との間で数千万円の未払金を抱えており、とても返済

できる額ではなく、その後も未払金が残ったままと考える。

（審査請求書、反論書）

第２ 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。

１ 本件審査請求の論点は、本件会社が、「事業活動が停止し、再開する見込

みがない」状態に該当するか否かであり、これについては以下の事実が認め

られる。

（１）代表取締役は、令和４年１１月２日、Ａ労働基準監督署担当官に対して、

以下のとおり申し立てている。

ア 本件会社は、主に、マスクなどの繊維製品の卸売の事業を行っており、

代表取締役の主な業務は、法人相手の営業や他の会社のコンサルティン

グ業務であること。

イ 本件会社の事務所の所在地はＣ地であったが、令和４年８月頃に、Ｄ

地に移転したこと。

ウ 本件会社が病院のベッドの防水シーツの卸売をしている取引先のＥ社

から、２か月に１回程度、１０万円から２０万円程度の収入を得ている
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こと。また、取引先のＦ財団からコンサルティング料２０００万円が令

和４年１２月中に入金される見込みであること。今後も事業を停止する

見込みはないこと。

（２）本件会社の銀行口座には、取引先のＥ社から、令和４年７月２５日に２

１万８７３５円、同年９月２６日に１０万９２８５円の入金があった。

（３）代表取締役は、取引先のＧ社に対し、防水シーツ１００枚をメールで発

注した。当該メールには、本件会社の事務所に関し、「８月末には退出い

たしまして、新事務所には来月に」と記載されており、事務所の移転につ

いて連絡する内容が含まれていた。

（４）代表取締役は、令和４年９月１９日、取引先のＨ社に対し、販売手数料

の件と併せて、本件会社の事務所を８月末に退出し、移転先は１０月に連

絡する旨メールで連絡した。

（５）本件会社の郵便は、「Ｃ地」から退去した後の事務所の所在地である

「Ｄ地」宛てに郵送されており、転送期間が「２０２３．８．２９迄」と

記載されている。

２ 審査請求人は、本件会社は賃金を支払えない状態であるから「事実上の倒

産」と判定すべきである旨主張するが、上記１のとおり、本件会社は、取引

先のＥ社との間では、ベッドの防水シーツの卸売を行い、２か月に１回は取

引先のＥ社から入金があること、代表取締役は、日付は明確ではないものの、

メールの文面からすれば令和４年９月に、取引先のＧ社に対し防水シーツの

発注をしていること、さらに、本件会社の事務所の移転について取引先に連

絡していることなどの事実を総合的に勘案すれば、本件会社について、「事

業活動が停止し、再開する見込みがない」状態であると認定することは困難

である。

３ したがって、本件会社については、賃確法７条の要件を満たさないことか

ら、本件不認定処分には違法又は不当な点はない。

よって、本件審査請求には理由がないことから、本件審査請求は棄却され

るべきである。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。

２ 本件不認定処分の適法性及び妥当性について
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（１）賃確法７条及び賃確令２条１項４号に基づく認定を受けるためには、事

業主が、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力

がない状態になったことが必要であり、その認定に当たっては、事業主の

活動内容を総合的に考慮して判断すべきものである。

（２）本件において、本件会社の事業活動については、以下の事実が認められ

る。

ア 本件会社は、マスクなど繊維製品の卸売、コンサルティング業務等の

事業活動を行っていた会社である。

（電話聴取書）

イ 代表取締役は、令和４年１１月２日、Ａ労働基準監督署労働基準監督

官に対し、本件会社の事業活動について、Ｅ社との取引を継続している

こと、今後はサプリメントの販売に力を入れようと考えていること等を

申し立てている。

（電話聴取書）

ウ Ｅ社との取引については、Ｅ社から本件会社の銀行預金口座に対し、

令和４年７月２５日に２１万８７３５円、同年９月２６日に１０万９２

８５円が振り込まれており、また、Ｇ社宛てに「Ｅ社様向け」とする防

水シーツの手配を依頼している。

（預金元帳、入出金明細表、本件会社がＧ社宛てに送信したメール）

これらの事実に照らすと、代表取締役は事業活動継続の意思を表明して

おり、少なくともＥ社との取引に関しては具体的な事業活動も認められる

ので、本件不認定処分当時、本件会社が事業活動を停止していたと認定す

ることはできない。

３ まとめ

以上によれば、本件不認定処分が違法又は不当であるとはいえず、本件審

査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第２部会

委 員 戸 谷 博 子

委 員 木 村 宏 政

委 員 交 告 尚 史
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